
入札公告書 

 

 事後審査型一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 167条の 6の規定により、次のとおり公告します。 

 

令和６年３月６日 

尾張東部衛生組合          

管理者 瀬戸市長 川 本 雅 之    

 

１ 業務概要 

⑴ 業 務 名 環境影響評価（配慮書）策定業務委託 

⑵ 業 務 内 容 「環境影響評価（配慮書）策定業務委託仕様書」のとおり 

⑶ 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和７年３月２８日（金）まで 

⑷ 業 務 場 所 尾張旭市晴丘町東地内 

２ 入札方法 

  尾張東部衛生組合の会議室において紙入札（通常入札）により実施する。 

３ 入札参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

⑵ 施行令第１６７条の４第２項各号に該当する事実があった後、３年を経過している  

者であること。 

⑶ ⑵の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について  

も同様とする。 

⑷ 令和４・５年度あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の入札参加資格者名簿に

おいて「建設コンサルタント」の業種に「建設環境」の登録がされている者であるこ

と。 

⑸ 公告日から開札日までの間、「瀬戸市指名停止取扱要領」（平成１３年８月１日施行）

に基づき、指名停止措置を受けていない者であること。 

⑹ 公告日から開札日までの間、「瀬戸市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関す

る合意書（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県瀬戸警察署長締結）」及び「瀬

戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領（平成１９年１２月１日施

行）」に基づく排除措置を受けていないこと。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ  

ている者でないこと。 

⑻ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ  

ている者でないこと。 

⑼ 平成２５年度から令和４年度までの期間において、官公庁が発注した一般廃棄物処

理施設に係る都道府県又は政令指定都市の環境影響評価条例による環境影響評価業

務を元請として実施した実績を有すること。  



  実績とは、配慮書手続を行った業務を受託し、完了した実績があることを指す。 

４ 設計書等の閲覧および配布方法 

 ⑴ 期間 

   令和６年３月６日（水）から令和６年３月１２日（火）まで 

   ただし、土曜、日曜を除く。入札情報サービスシステムを利用する場合は入札情報

サービスシステム利用可能期間とする。 

 ⑵ 時間 

   午前９時から午後４時まで 

   ただし、正午から午後１時までをを除く。入札情報サービスシステムを利用する場

合は入札情報サービスシステム利用可能期間とする。 

 ⑶ 配布方法 

   尾張東部衛生組合にて閲覧に供する。又はポータルサイト：

https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp#「入札情報サービス」＞「入札

公告」＞「調達期間は瀬戸市」からダウンロードする。 

５ 入札参加資格確認申請書等 

 ⑴ 提出方法 

   入札参加資格確認申請書及び誓約書を持参により提出すること。 

 ⑵ 提出場所 

   尾張東部衛生組合事務所（尾張旭市晴丘町東３３―１） 

 ⑶ 提出期間 

   令和６年３月６日（水）午前９時から令和６年３月１２日（火）午後４時まで 

   ただし、土曜、日曜を除く。また正午から午後１時までを除く。 

６ 設計書等に関する質疑及びその回答 

 ⑴ 提出期日 

令和６年３月１３日（水）午後４時まで 

 ⑵ 提出場所 

   尾張東部衛生組合事務所 

 ⑶ 提出方法 

   質問書を直接（尾張旭市晴丘町東３３―１）持参、ファックス（０５６１－５２－

３８８６）又は Eメール（haruoka@city.seto.lg.jp）にて提出してください。 

 ⑷ 回答日 

   令和６年３月１５日（金） 

 ⑸ 回答方法 

   尾張東部衛生組合ホームページ（http://www.haruoka-center.com/）に掲載します。 

７ 入札書の提出 

  入札書に必要な事項を記入し指定の入札書封筒に入れたうえ、開札日時に持参により

提出してください。 

８ 予定価格の事前公表 

 ⑴ 予定価格 

   金１４，１９０，０００円 



 ⑵ 入札書比較価格 

   金１２，９００，０００円 

９ 入札に関し必要な事項 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する

額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税（地方消費税を含む。）に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100

に相当する金額を入札書に記載することとする。 

10 入札保証金に関する事項 

  免除 

11 入札の中止等 

  次の事項に該当する場合は当該入札を延期又は中止します。 

⑴ 不測の事態により事故が発生した場合や不正な行為に該当する場合 

⑵ 瀬戸市契約規則第１６条に該当する場合 

⑶ 令和６年度予算の議決により、当該入札に係る予算が承認されない場合 

12 開札日時等 

 ⑴ 日時 

   令和６年３月２６日（火）午後２時 

 ⑵ 場所 

   尾張東部衛生組合事務所 ２階研修室 

13 落札者の決定 

  開札後に最低価格入札者の入札参加要件を審査し、参加要件を満たしていることが確

認された場合に落札者とします。 

14 入札参加資格審査書類等 

 ⑴ 提出期限 

   令和６年３月２６日（火）午後４時 

 ⑵ 提出方法 

   尾張東部衛生組合へ持参するもの 

  ・同種業務の実績について、契約書の写し（業務名、契約金額、発注者及び受注者の

記名押印部分が確認できること）及び当該業務が完了していることのわかる通知等

の写し 

15 入札の無効に関する事項 

 瀬戸市契約規則第 11条に該当する場合及び次のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。 

⑴ 入札書の記載事項について明らかに誤りが認められる入札 

⑵ 予定価格を超える金額を記載した入札 

⑶ 明らかに不適正と認められた入札 

⑷ その他管理者が定める条件に違反した入札 

16 契約条項を示す場所・期日 

 ⑴ 場所 



   尾張東部衛生組合 施設更新プロジェクトチーム 

〒４８８－００３１ 尾張旭市晴丘町東３３番地の１ 

 ⑵ 期日 

   入札公告書を公告した日から開札日の前日まで 

17 契約書作成の要否 

  要 

18 契約保証に関する事項 

 ⑴ 落札者は、契約の締結と同時に契約保証を付するものとする。 

 ⑵ 契約保証額は、瀬戸市契約規則第 30条及び第 31条の規定に基づき、契約金額の 100

分の 10以上とする。 

 ⑶ 落札者が本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は落札者から

委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫、その他財務大臣の指定する金融機関と

工事履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除するも

のとする。 

 ⑷ 契約保証金の納付は、瀬戸市契約規則第 31条による担保の提供をもって代えること

ができる。 

 ⑸ 契約保証金は、契約締結時までに納付するものとする。 

19 その他 

 ⑴ 公告に記載していない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、瀬戸市契

約規則、瀬戸市事後審査型一般競争入札実施要領の定めによるところによる。 

 ⑵ 参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、瀬戸市指名停止取扱要

領に基づき、指名停止を行うことがある。 

 ⑶ 本件契約に関し、談合等不正行為の事実が判明した場合には、損害賠償を請求する。

また、損害賠償請求に併せて本件契約を解除することがある。 

 ⑷ 本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなけれ

ばならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随

意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。 

  


